
令和６年度第２回宮古島地域連絡会議事録 

年月日：令和７年３月２７日（木）18 時 

場 所：市役所３階会議室① 

出席者：「資料４」に記載の委員 

欠席：下地広志委員、砂川春美委員、友利雅巳委員、平良吉昭委員、與那覇勝重委員 

概 要：「資料１」の会次第に沿って連絡会を実施。議事の概要については以下のと 

おり。 

【開会 宮古島地域連絡会 座長挨拶】 

 本日は、年度末のお忙しいなか、宮古島地域連絡会にご参加頂き誠にありがとうご 

ざいます。さて、本市における自衛隊活動については、去った３月２４日に正式に 

配備となった電子戦部隊など、市民の関心は高く、市に対して様々な問い合わせ等も 

あるところです。また、本日、内閣官房より国民保護における先島離島住民の本土受 

け入れ先が発表され、南西諸島地域の安全保障環境の変化が、市民の不安を高めてし 

まう懸念もございます。 

自衛隊施設と隣接する自治会においては、地域住民から様々な意見等が委員である 

自治会長に向けられることもあると思っております。委員の皆様におかれましては、 

日頃自治会内で発せられる自衛隊活動に対する疑問など、忌憚なく意見交換して頂け 

ればと思いますので、宜しくお願いします。 

 

【議題 事前地域連絡会における意見・要望について】 

● 自衛隊協力会、自衛隊家族会、隊友会宮古支部、保良有志会、上野地区、城辺地 

区、ミサイル基地いらない住民連絡会、などの各団体からの意見・要望について「資 

料２」のとおり回答。 

【質疑】 



● P８－④「防災無線について」防災危機管理課からの説明 

保良地区北側で、防災無線の音声が聞こえづらいことの問題に対し、３月１９日と 

２４日に職員が現地調査を行った結果、風向きにより音声の聞こえ方が変動するこ 

とが確認できたことから、ボリュームをあげることで対応。 

●P１０－⑨「防犯灯の電気料金について」地域振興課からの説明 

自治会全体で防犯灯２，０００件の電気代変更手続きが３月２１日に完了。七又地 

区は１１件あり、３月上旬に手続き済。変更には 3 ヶ月かり、５月以降に電気代は 

約１／３になる見込み。 

 

【その他（１）令和７年度主要業務予定】 

陸上自衛隊宮古島駐屯地より説明 

１．島内行事支援 

●主要行事 

１２月から１月（予定）の美ら島レスキュ－２０２５は沖縄県と１５旅団の共催によ 

る訓練 

●島内事業支援 

島内の行事の参加や支援の依頼が来た場合、対応していきたい 

２．防災訓練等 

●防災訓練：通年実施 

・防災訓練 （地上） 

徒歩の防災訓練等 

昨年の実績：2月に宮古警備隊が主催し、各機関と連携して実施 

・防災訓練（水上） 

昨年の実績：2月に久松漁港で実施した（海上保安庁、市消防が参加） 



●洋上監視訓練：通年実施 

津波等災害が発生した際、どの場所でどのように見えるのか、通年で実施したい。 

●防災訓練：宮古島市や多良間村、自治会等の依頼により実施 

昨年実績：狩俣自治会、上野自治会の依頼で実施した 

●車両操縦訓練：通年実施 宮古島市内の道路を使用し操縦訓練を実施 

 車両操縦訓練は道路交通法を遵守し実施 

●地誌調査・教育（宮古島市・多良間村）：通年実施 

●災害対応・国民保護に係る市役所。自治会との意見交換：通年実施 

●大嶽城趾公園での訓練について許可がなく訓練をおこなった。今後は必要な手続き 

を行う。 

３．駐屯地行事（予定） 

●島しょ演奏会：令和７年６月２８日（土）場所：マティダ市民劇場 

●年末行事：令和７年１２月１８日（木） 

●２０歳の祝い行事：令和８年１月１６日（金） 

●駐屯地記念行事：令和８年２月２２日（日） 

→ 委員から質問等なし 

 

【その他（２）令和６年度宮古島市で実施している周辺整備事業について】 

●沖縄防衛局より宮古島市で実施している周辺整備事業について以下のとおり説明。 

→ 質問等なし。 

［し尿処理施設（荷川取地域）］  

令和５年１２月に本体工事着手、令和７年３月末に事業完了予定。宮古島市において 

同年４月以降運用開始予定  

［水道施設（野原及び友利地域の配水池）］  



令和６年１月に本体工事着手、令和７年３月末に事業完了予定としていたが、資材調 

達の遅延により工期延長。令和７年度完成予定に向けて事業を実施中 

［水道施設（袖山硬度低減化施設）］  

 令和３年１０月に着手、令和８年度完成に向けて事業を実施中  

［屋外運動場（伊良部島）］  

 メイングランド、サブグラウンド、多目的運動場、投球練習場などの整備は令和５年 

１０月に完了 

周辺の多目的運動広場の整備計画については令和６年３月に実施設計に着手し同年９ 

月に完了。今年度は運動器具設置のための造成工事に着手しており、令和７年度の完 

成に向けて事業を実施中  

［体育館（東仲宗根地区）］  

 令和７年８月に既存施設の解体設計を完了。現在解体工事と実施設計に着手しており 

令和９年度完成に向けて事業を実施中 

 

以上 



宮古島地域連絡会 

会 次 第 

 

日時：令和７年３月２７日(木)18:00～ 

場所：宮古島市役所３階会議室① 

 

 

１ 開 会         

２ 議 題 

（１）事前地域連絡会における意見・要望について（資料２） 

 

３ その他 

（１）令和７年度主要業務予定 （宮古島駐屯地） 

 （２）令和６年度宮古島市で実施している周辺整備事業について

（沖縄防衛局） 

 

４ 閉 会 

資料 1 



番号 団体名意見・要望事項　【団体名】 回答機関 頁

1
【宮古地区自衛隊協力会、宮古地区自衛隊家族会、隊友会沖縄県宮
古支部】
　「ブルーインパルス、入隊予定激励会等」

市地域振興課 2

2
【保良有志会】
　「防音フェンスの設置、車両の通行、保良宿舎等」

沖縄防衛局
宮古島駐屯地

3

3
【上野地区自治会／野原・千代田・豊原・高田自治会】
　「自衛隊の訓練、電子戦部隊、公民館建替等」

沖縄防衛局
宮古島駐屯地

4

4
【城辺地区自治会／保良・七又・ 友利自治会　】
　「保良訓練場騒音、公民館維持管理費支援、防災無線等」

沖縄防衛局
宮古島駐屯地
市地域振興課
市防災危機管理課
市道路建設課

7

5
【ミサイル基地いらない住民連絡会】
　「電子戦部隊配備、国民保護計画、新総合体育館避難施設等」

沖縄防衛局
秘書広報課
防災危機管理課
宮古島駐屯地

12

宮古島地域連絡会意見・要望事項等一覧（自治会及び市民団体等からの要望）

１　自治会及び市民団体等からの意見・要望事項

資料２

1



（意見・要望事項提出様式）

自衛隊協力会、自衛隊家族会、隊友会宮古支部

▽

意見・要望に対
する回答

（団体名　：宮古地区自衛隊協力会等　）

意見・要望の
内容

　市制施行20周年記念に合わせてブルーインパルスを飛行さ
せたい。市も協力して欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

【市地域振興課】
　市制施行20周年記念におけるブルーインパルスの飛行に
ついては、まずは要望を行う予定の関係者等との意見交換を
行ってまいります。

　回答を要しないため報告のみ。

意見・要望事項
　③自衛隊のサポートについて。

（タイトル）
意見・要望の

内容
　私たちは自衛隊や自衛隊協力会などをサポートする立場で
あり、これからも連携していきたい。

▽

意見・要望に対
する回答

1

【市地域振興課】
　「入隊予定激励会」への市長の出席については、３月定例
議会中の為、出席は厳しいものと考えております。

意見・要望事項
　①ブルーインパルス飛行

（タイトル）

意見・要望事項
　②入隊予定激励会について

（タイトル）
意見・要望の

内容
　3月16日開催の「入隊予定激励会」に市長も出席して欲し
い。

２



（意見・要望事項提出様式）

（団体名　：保良有志会）

意見・要望事項
　①防音フェンスの設置について

（タイトル）
意見・要望の

内容
　訓練場からの発砲音が集落まで届いており、音がうるさいと
苦情が出ている。防音フェンスの設置を強く要請する。

2

意見・要望事項
　③保良宿舎について。

（タイトル）

▽

意見・要望に対
する回答

【沖縄防衛局】
〇訓練場からの発砲音については、保良地区の方々にご迷
惑をおかけしています。
〇要望いただきました防音フェンスの設置につきましては、ど
のような対応ができるか検討したいと考えています。

意見・要望事項
　②車両の通行について

（タイトル）

意見・要望の
内容

㋐訓練の際自衛隊車が集落内を通っているが、集落を通らな
いように工夫できないか。
㋑集落の西側（七又集落側）一周道路を抜ける道の拡幅を防
衛省で行えないか。

▽

意見・要望に対
する回答

㋐【駐屯地】
　安全を考慮した上で経路を選定している事から、引き続き使
用させていただきますのでご了承ください。
　ただし、車両を運行する場合は道路交通法等の法令遵守を
はじめ、集落内を走行する際は、速度を減速するとともに、隊
列を組まず数台間隔で走行するなど、混雑緩和に努めるよう
地域の皆様への影響を局限するよう留意します。
㋑【沖縄防衛局】
　ご要望の道路の拡幅工事については、防衛施設の設置・運
用による障害の実態等を踏まえ検討していく必要があります
ので、宮古島市とともに、防衛省として、ご相談に応じて検討
させていただければと思います。

意見・要望の
内容

　保良に建設中の宿舎には、家族世帯を優先に入居させて
欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

【駐屯地】
　駐屯地としても家族世帯を優先的に入居させるように検討し
て参ります。一方で、居住を強制することはできず、生活環境
や隊員・隊員家族個々の事情等を踏まえた上で入居者が決
まることはご了承ください。

３



（意見・要望事項提出様式）

野原、千代田、豊原、高田自治会

意見・要望に対
する回答

【駐屯地】
　今後このようなことがないように、自治体・関係機関と連携を
図り必要な手続き等を実施した上で、訓練を実施するようにし
ます。

▽

（団体名　：上野地区自治会　）

意見・要望事項
　①自衛隊の訓練について

（タイトル）

意見・要望の
内容

　1月20日の大嶽城趾公園での訓練について、事前に市へ使
用許可を取っていなかったとの謝罪を受けた。今後は、関係
機関への使用許可など、連携をしっかりして欲しいと伝えた。

3

意見・要望事項
　②ヘリの発着について。

（タイトル）
意見・要望の

内容
　ヘリの発着については空自・陸自とも事前に連絡がある。騒
音の苦情は特にない。

▽

意見・要望に対
する回答

　回答を要しないため報告のみ

意見・要望事項
　③コミュニティ施設について。

（タイトル）
意見・要望の

内容
　(野原地区)コミュニティ施設について、市（地域振興課）へ見
積りを提出し相談している。

▽

意見・要望に対
する回答

　回答を要しないため報告のみ

4



▽

意見・要望に対
する回答

【沖縄防衛局】
〇電磁波の活用範囲や用途が拡大する中、電磁波領域は現
在の戦闘様相における攻防の最前線となっており、令和４年
１２月に策定した防衛力整備計画において、領域横断作戦能
力を強化するため、島嶼部の電子戦部隊を強化することとし
ています。
〇こうした背景の下、令和７年３月２４日に宮古島駐屯地にお
いて、第１０１電子戦隊の一部部隊と第３０１電子戦中隊の一
部部隊を配置しました。
〇その上で現在、駐屯地に隣接する土地の用地取得等に係
る手続きを進めており、引き続き、施設整備に伴う測量調査
や実施設計を実施する予定としております。
〇今後とも、宮古島市と連携しつつ、丁寧な説明や適切な情
報提供にしっかりと努めてまいります。

意見・要望事項
　④電子戦部隊の配備について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　電子戦部隊の配備について、住民から質問があるので詳細
スケジュールの説明をお願いしたい。

意見・要望事項
　⑤駐屯地内の御嶽について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　議会で質問のあった駐屯地内の御嶽について、自治会の住
民からは入りたい時には入れるので特に苦情はない。念のた
め、部落の長老に不便はないか聞き取りしてみる。

▽

意見・要望に対
する回答

　回答を要しないため報告のみ

意見・要望事項
　⑥自治会活動について

（タイトル）
意見・要望の

内容
　自衛隊員は自治会での活動を積極的に行っていて感謝して
いる。

▽

意見・要望に対
する回答

　回答を要しないため報告のみ

5



意見・要望事項
　⑦公民館建替への支援について

（タイトル）

意見・要望の
内容

　公民館の建て替えについて、現行の防衛省からの補助割で
は、自治会の負担が大きいため実現は困難となっており、自
治体負担を限りなく少なくできるよう、防衛省の財政支援をお
願いしたい。

▽

意見・要望に対
する回答

　【沖縄防衛局】
　ご要望の公民館の建て替えについては、防衛施設の設置・
運用による障害の実態等を踏まえ検討していく必要がありま
すので、補助事業者となる宮古島市とともに、防衛省として、
ご相談に応じて検討させていただければと思います。

意見・要望事項
　⑧街灯等の増設と電気代等の維持費への支援について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　駐屯地付近の道路の街灯が少なく暗いので防衛省の予算
で増設できないか。又、防犯灯が自治会で90基ほどあり、電
気代の負担が大きく自治会の財政を圧迫している。防衛施設
に隣接している集落の安全安心のため防衛費で助成できな
いか。

▽

意見・要望に対
する回答

　【沖縄防衛局】
〇ご要望の駐屯地付近の道路の街灯については、防衛施設
の設置・運用による障害の実態等を踏まえて検討していく必
要がありますので、補助事業者となる宮古島市とともに、防衛
省として、ご相談に応じて検討させていただければと思いま
す。
〇なお、施設の維持管理費については、その管理者が負担
すべきものであり、補助対象とすることは困難であることをご
理解ください。

▽

意見・要望に対
する回答

【駐屯地】
　現在、新たに公園を整備する計画はありませんが、千代田
宿舎内に宿舎内の子供が遊べる場として遊具を整備しており
ます。同施設は防衛省の敷地となり、宿舎に居住する隊員及
び隊員家族の為に整備された施設である事から、地域住民
への開放は行っておりませんのでご了承ください。

意見・要望事項
　⑨公園の整備と地域への開放

（タイトル）
意見・要望の

内容
　宿舎敷地内などに公園を整備し、地域住民にも開放して欲
しい。

6



（意見・要望事項提出様式）

友利、保良、七又自治会

　②保良訓練場の発砲音について

（団体名　：城辺地区自治会　）

意見・要望事項
　①保良訓練場の工事騒音について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　訓練場からの発砲音について、静かな時は聞こえるが普段
は聞こえない。集落の上の方に住んでいる世帯から苦情があ
る。射撃場外で実施している訓練の空砲が聞こえているので
はないかと思うので配慮して欲しい。

意見・要望の
内容

　保良訓練場の造成工事の工事車両は集落内を通らないで
欲しい。また、工事による騒音の苦情が工事現場の近隣住民
から出ているので対策をとって欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

意見・要望事項
（タイトル）

【沖縄防衛局】
〇ご指摘の工事は、保良宿舎に係る工事と思われますが、工
事期間中、保良地区の方々には工事車両の往来や工事の騒
音でご迷惑をおかけしています。
〇工事車両の往来にあたっては、保良宿舎予定地の西側か
ら進入し、比較的民家の多い東側は通行しないように配慮し
てまいります。
〇また、工事の騒音についても、岩破砕などの大きな騒音が
発生する作業を行う場所には防音シートで遮へいするなど配
慮いたします。

▽

意見・要望に対
する回答

【駐屯地】
　保良訓練場内における空包を使用した訓練は行っておりま
すが、夜間・早朝の使用を控え、地域住民の皆様に配慮して
おります。　引き続き、空包を使用する時間帯については「お
知らせ」して参りますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願
い致します。

4
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意見・要望事項
　③公民館維持管理費への支援について。

（タイトル）

意見・要望に対
する回答

【市防災危機管理課】
　屋外スピ－カ－での防災情報伝達は、自然環境や立地、建
物の構造などの様々な条件により聞こえにくい場所が発生す
ることがあることから、市では情報伝達手段の多重化を行っ
ています。

意見・要望事項
　④防災無線について。

（タイトル）
意見・要望の

内容
　防災無線が集落の上の方に届かないためスピーカーを増
設して欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

▽

【市地域振興課】
　市内自治会の電気代を支援する補助メニューは、現在、市
にはございません。照明をLEDに変更するのはエコアイランド
宮古島の施策とも合致しますので、エコアイランド推進課に支
援事業がないか確認致します。併せて、自治会の財政的な支
援についても、庁内で検討してまいります。

　公民館の電気代の負担が大きく、照明をLEDに交換しようと
の提案があったが、費用が大きくかかり断念した。電気代は
年間80万円かかる（クーラー、照明、防犯灯30基等）ので支援
して欲しい。

意見・要望の
内容

意見・要望事項
　⑤旧公民館の利活用への支援

（タイトル）

意見・要望の
内容

　旧公民館のコミュニティー広場への活用について、地域振
興課との協議は滞っているのでなんとか前に進めて欲しい。
地域振興課からは総会などを通して方向性を決めて欲しいと
言われているが、日曜市の開催の外に食堂として活用したい
と考えているものの、補助事業で建設した施設で営利事業を
行うことができないと指摘を受けている。

▽

意見・要望に対
する回答

【市地域振興課】
　当初の想定として、自治会住民による地産物販売での地域
振興、自治会運営経費の創出であれば補助要件として差し
支えないだろうという考えで一致していたと認識しておりま
す。営利活動として難しいのは例えば、コミュニティー広場を
賃借料として自治会以外の業者等に貸し出して不動産業の
ように営まれるのは、公的補助としてなじまないのではないか
という懸念があります。この件に関しては、今後沖縄防衛局と
も協議してまいります。
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意見・要望事項
　⑥道路の拡幅について

（タイトル）
意見・要望の

内容
　保良宿舎から旧公民館の道路を拡幅して欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

【市道路建設課】
　要望のある道路整備路線は、市道城辺１３７号線となってい
ます。この路線の整備要望内容は、防衛省の施設（宿舎予定
地や訓練場）の進入路しての認識が強く、道路事業では採択
要件に該当しません。
　しかしながら、防衛省の宿舎が新たに建設されると交通量
（車両及び歩行者）が増加し、歩道整備が必要であると認識し
ているため、今後は、市としても防衛省で整備できないか要
請していきたいと思います。
　また、防衛省へ要請を行う際は、本路線沿線地権者の同意
が必要となりますので、本路線沿線地権者の同意書を提出し
てくさだるようご協力お願いします。
※地域連絡会の協議事項には入っていないが、市の考えを
報告する。

意見・要望事項
　⑦集落内の車両の走行について

（タイトル）

意見・要望の
内容

（七又地区）集落内を保良訓練場内の建設工事現場へ向かう
従業員と思われる車両がスピードを出して通るが、せまい道
路で危険なため、通らないで欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

【沖縄防衛局】
　保良訓練場内の建設工事を受注している全業者に対し、法
定速度の遵守を徹底するよう指示するとともに、保良訓練場
へ往復するにあたっては、訓練場付近の生活道路を通らず、
国道や県道を通行するよう、指導いたします。
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意見・要望事項
　⑧七又公民館建替への支援について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　（七又地区）公民館について、地域振興課の補助事業で雨
漏れを修繕した。しかし、室内の壁が剥がれるなど老朽化し
ており、防災施設を兼ねた施設に建て替えしたいが、自治会
負担では厳しい。災害等が発生した際に避難所として２～３
日は生活できる施設を要望している。

▽

意見・要望に対
する回答

【市地域振興課・防災危機管理課】
　防災危機管理課において、コミュニティ施設や公民館を建設
することは出来ませんが、地域防災力を高める取組として自
主防災組織への補助等を行っています。まずは勉強会などを
とおして防災に関する基本を学んで欲しいと考えています。
　地域振興課において、現在沖縄防衛局の補助を受けるた
め、まずは事業計画書立案に向けた見積もり等の準備をして
頂くことを伝え、また、建設を要望している土地の名義を自治
会に変更することを前提条件とし、取り組んで頂くよう協議し
ております。

【市地域振興課】
　市では本年度において自治会の財政負担軽減を図るため、
これまでに自治会が管理する防犯灯を蛍光灯からLED灯に
切り換えた際に、変更申請手続きを行っていない自治会管理
の防犯灯を、市の負担により変更申請手続きを本年度３月末
日を期限に実施しております。七又自治会が管理する防犯灯
についても、同様の手続きを行っており、今後電気料金に反
映されるのは４月以降となる見込みです。

意見・要望事項
　⑨防犯灯の電気料金について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　防犯灯の電気料について、LEDへの交換はまだ全ては交換
されていない。電気料金も減っていない。沖縄電力に相談し
たがその後進展はない。手続き等について、電力との間に
入ってくれないか。

▽

意見・要望に対
する回答
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意見・要望事項
　⑩カーブミラーの設置について。

（タイトル）

▽

意見・要望に対
する回答

　回答を要しないため報告のみとする。

意見・要望事項
　⑪自治会行事への協力について。

（タイトル）
意見・要望の

内容
　隊員は自治会の草刈り、海岸の清掃、敬老会などの自治会
行事へ積極的に参加し協力しているので感謝している。

意見・要望の
内容

　（七又地区）公民館から公園への道路の交差点の見通しが
悪く危険であるためカーブミラーを設置して欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

【市道路建設課】
　現場を確認し、交差点沿いに建物及び塀があり危険性は認
識しておりますが、交差点が変形していることや道幅が狭い
ことでカーブミラーを設置するとかえって危ないと思われます
ので、道路管理者としては、交差点周辺に区画線（側線・ドッ
トラインなど）を設置し安全対策をしていきたいと考えておりま
す。
※地域連絡会の協議事項には入っていないが、市の考えを
報告する。
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（意見・要望事項提出様式）

（団体名　：ミサイル基地いらない住民連絡会　）

意見・要望事項
　①電子戦部隊配備について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　電子戦部隊について、前市長、議会が求めている説明会の
開催がされないままの２／２６に配備される。当会は、直接防
衛省に質疑が行える場を設けるよう要望している。市も同様
の要望を伝えていると聞いている。是非そういう場を設けて欲
しい。

意見・要望事項
　②電子戦部隊に関する用地取得等の進捗状況について。

（タイトル）

▽

意見・要望に対
する回答

【沖縄防衛局】
〇宮古島駐屯地への電子戦部隊の配備を進めていくにあ
たっては、丁寧な説明や適切な情報提供を行っていくことは
大変重要と考えており、昨年３月の本連絡会の場において、
配備の概要や関連する施設の整備などについて、ご説明さ
せていただいたところです。
〇また、令和６年３月の連絡会でご説明させていただいた資
料については、宮古島市において、市民に対する丁寧な説明
を図る観点から、市のウェブサイトにて公開していると承知し
ております。
〇加えて、貴会からは、これまでも様々なご質問を直接頂戴
しており、防衛省として、それらすべてに対して誠実にお答え
してきているところです。
〇現時点において、住民説明会を行う予定はありませんが、
貴会からご質問がありましたら今後とも直接いただきお答え
するほか、本連絡会の場において情報提供を行っていくな
ど、宮古島市とも緊密に連携しつつ、しっかりと取り組んでま
いります。

意見・要望の
内容

　電子戦部隊配備について、用地取得等進捗状況は把握し
ているか。

▽

意見・要望に対
する回答

【市秘書広報課】
　用地取得については、令和６年度内に購入及び賃貸による
取得を目指し交渉を進めているとの説明を受けております。
　用地取得時期などの詳細については、把握していないとこ
ろです。

5
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意見・要望事項
　④株式会社エム・シー・シーについて

（タイトル）

意見・要望の
内容

　上区地区の株式会社エム・シー・シーは防衛省への情報を
提供など、軍事的な事業を受注している。市はどう認識してい
るか？

意見・要望事項
　③NTTのケーブル埋設工事について。

（タイトル）

▽

意見・要望に対
する回答

【市秘書広報課】
　株式会社エム・シー・シーの事業内容については当該事業
者より説明を受けているところです。
　受注先については、防衛省や衛星通信を利用する民間事
業者などを想定しているとのことです。
　NEC、三菱電機、東芝など国内企業が出資する通信衛星を
利用する様々なサービスを提供する民間企業であると認識し
ています。

▽

意見・要望に対
する回答

【市秘書広報課】
　当該工事ついては、地元住民より工事影響の懸念が示さ
れ、集落内を迂回することを検討する旨、伺っております。
　その後、新たな事業計画等について説明を受けていないと
ころです。

意見・要望の
内容

空自宮古島分屯基地から陸自宮古島駐屯地にかかるＮＴＴの
ケーブル埋設工事の進捗を把握しているか。

▽

意見・要望に対
する回答

【市秘書広報課・空港課】
　宮古空港は沖縄県管理空港であるため沖縄県が判断する
ものと理解している。
　一方、市としては宮古空港の誘導路やエプロン拡張など機
能拡充を要望している。
※地域連絡会の協議事項には入っていないが、市の考えを
報告する。

意見・要望事項
　⑤特定利用空港について

（タイトル）
意見・要望の

内容
　宮古空港が「特定利用空港・港湾」にならないよう、県に対
処して欲しい。

13



意見・要望事項
　⑥国民保護計画について。

（タイトル）

意見・要望の
内容

　避難計画は南西シフト強化への理由とし、世論を誘導して
おり、国にどのような事態を想定しているか、市民へ説明する
よう要請して欲しい。また、現実的と見えない避難計画に対す
る市の見解は。

▽

意見・要望に対
する回答

【市防災危機管理課】
　令和4年度から実施しています「沖縄県国民保護意見交換
会及び共同図上訓練」は、国や県、先島5市町村、指定公共
機関やその他関係機関において、先島住民の島外避難に関
する様々な取組を行っていますが、特定の事態を想定したも
のでは無いことを前提としています。この取組は令和8年度実
施予定の実動訓練に向けた取組となっています。

意見・要望事項
　⑦防災訓練に関連して市長との見解を求める。

（タイトル）

㋐工事の概要（図面等）市は持っているか。
㋑撤去した機材を保良訓練場へ運んでいるとの情報がある。

意見・要望の
内容

　久松漁港の陸自主催の防災訓練について、防災との名が
付いていれば、訓練は認めるのか。

▽

意見・要望に対
する回答

【市防災危機管理課】
　目的・内容等を市長まで報告し、主催者へ意見をお伝えして
います。実施までには各関係機関の意見を集約して開催され
ているものと認識しています。

▽

意見・要望に対
する回答

㋐【市秘書広報課】
　令和6年7月12日に、当該事業者より事業内容の説明を受
けており、説明の際に概要等の資料を受領しております。
　一方、当該資料には図面等は含まれていないところです。
㋑【沖縄防衛局】
　ご指摘のような事実はないと聞いております。

意見・要望事項
　⑧宮古島分屯基地の1.7GHz移行推進協会の工事について

（タイトル）
意見・要望の

内容
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意見・要望の
内容

　新総合体育館の避難施設について、4,000人で3日間避難
するとのことだが、根拠を示してい欲しい。また避難者の選別
はどう行うのか説明して欲しい。

▽

意見・要望に対
する回答

【市防災危機管理課・建築課】
　避難者の選別については、令和6年3月に国が公表した「避
難施設の確保に係る基本的考え方」の中で、避難対象者は
「避難誘導に従事する行政職員等及び避難に遅れる住民等」
とされています。

意見・要望事項
　⑨新総合体育館の避難施設について。

（タイトル）
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資料4

№ 名前 所属 役職

1 比嘉
ヒガ

 隼人
ハヤト

陸上自衛隊宮古警備隊 隊長

2 荒井
アライ

 伸浩
ノブヒロ

陸上自衛隊第１５旅団司令部 総務課長

3 田村
タムラ

 茂一
モイチ

自衛隊沖縄地方協力本部宮古島出張所 所長

4 星
ホシ

 和
カズ

彰
アキ

沖縄防衛局企画部地方協力確保課 課長

5 砂川
スナカワ

 春美
ハルミ

保良自治会 会長

6 小河原
オガワラ

 眞智子
マチコ

七又自治会 会長

7 友利
トモリ

 雅巳
マサミ

友利自治会 会長

8 下地
シモジ

 広
ヒロシ

志
シ

千代田自治会 会長

9 砂川
スナカワ

 直紀
ナオキ

野原自治会 会長

10 國仲
クニナカ

 智治
トモハル

豊原自治会 会長

11 平良
タイラ

 吉昭
ヨシアキ

高田自治会 会長

12 久貝
クガイ

 順一
ジュンイチ

宮古島市企画政策部 部長

13 與那覇
ヨナハ

 勝重
カツシゲ

宮古島市総務部 部長

14 狩俣
カリマタ

 博幸
ヒロユキ

宮古島市市民生活部 部長

宮古島地域連絡会名簿



宮古島地域連絡会設置要綱 

令和５年２月２８日 

 

（目的） 

第１条 宮古島地域連絡会（以下「連絡会」という）は、市内に所在する防衛施設の

運用及び市内における自衛隊の活動について、宮古島市民と自衛隊が情報共有及び

意見交換を行い、より良い関係を構築することを目的とする。なお、本連絡会は、

累次の機会に行う相互の情報共有及び意見交換を妨げない。 

（事項） 

第２条 連絡会は、次に掲げる事項について情報共有と意見交換を行う。 

(1) 宮古島市内（特に防衛施設の敷地外）で行う自衛隊の訓練に関する事項 

(2) 災害派遣（救急及び救助活動を含む）に関する事項 

(3) 防災対応に関する事項 

(4) 地域交流に関する事項 

(5) 自衛隊の広報及び募集に関する事項 

(6) その他必要な事項 

（組織） 

第３条 連絡会に、座長及び委員を置く。 

２ 座長は、宮古島市長が指名した者をもって充て、会務を総理する。 

３ 委員は、次に掲げる組織の長がその中から指名した者をもって充てる。 

(1) 宮古島市 

(2) 陸上自衛隊宮古島駐屯地 

(3) 陸上自衛隊第 15 旅団司令部  

(4) 自衛隊沖縄地方協力本部 

(5) 沖縄防衛局 

(6) 防衛施設等の所在自治会（千代田、保良、七又、野原、豊原、高田、友利） 

(7) その他、全ての委員が同意し、座長が必要と認める行政機関及び関係自治会  

  

資料５ 



（会議） 

第４条 連絡会は、定例会及び臨時会とする。 

２ 定例会は、年度２回とし、座長が招集する。 

３ 臨時会は、必要であると認める場合において、座長が招集する。 

４ 前条第３項各号に掲げる委員が、やむを得ず会議に出席できない場合には、その

代理人を出席させることができる。 

５ 連絡会において必要があるときは、関係者の出席を求め、意見等を求めることが

できる。 

（議事録） 

第５条 連絡会の議事については、座長が書面をもって議事録を作成し、全ての委員

の同意を得てこれを公開することができる。 

２ 議事録は、次に掲げる内容とする。 

(1) 連絡会を開催した年月日及び場所 

(2) 連絡会に出席した委員等の役職及び氏名 

(3) 議事の概要 

（事前地域連絡会） 

第６条 連絡会は、宮古島市が同会の目的等の周知及び防衛施設周辺住民等の意見、

要望等を聞き取るため、事前地域連絡会を設置する。 

(準備会) 

第７条 連絡会は、宮古島市が収集した防衛施設周辺住民等の意見、要望等について、

対応方策等を調整するため、準備会を設置する。 

（事務局） 

第８条 連絡会の運営に係る事務局は、宮古島市秘書広報課内に置く。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、座長が連

絡会に諮って定める。 

附則 

この要綱は、令和５年２月２８日から施行する。 
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（第５条第１項） 


